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○落合部会長   それでは、時間になりましたので「国民生活審議会」の第 18 回「消

費者政策部会」を開催いたします。非常にお忙しい中、お集まりいただきまして、

どうもありがとうございました。  

  そろそろ本部会もまとめの段階に入りましたので、本日は「 21 世紀型の消費政策

の在り方」に関する当部会報告書のスケルトン案というもの、これはお手元にあり

ます資料１というものであります。これに基づき審議していただくということにな

ります。本日の出席者は 13 名の委員であります。  

  それでは、早速審議に移りたいと思いますが、まず最初に事務局より資料につい

て説明をしていただきます。よろしくお願いいたします。  

○中村消費者企画課長   それでは、資料の説明をさせていただきます。お手元の中

の右肩の資料番号１と書いております「消費者 2 1 世紀型の消費者政策の在り方につ

いて－（スケルトン案）－」というものでございます。 

  なお、この中身でございますけれども、１枚おめくりいただきますと目次で全体

像が載っております。これは中間報告のときもそうでございますけれども、基本的

に全体としての理念、あるいは考え方を論じた部分と、各施策について論じた部分

というふ うに大きく２つに、中間報告にも沿って分けておりまして、本日この目次

のところに載っております第１章、それから第２章でございますけれども、ここが

全体としての基本的な考え方の方向性を述べた部分でございまして、本日はここの

部分を御議論をいただきたいと考えておりまして、その意味では第１章、第２章は

今後御議論いただくための素案ということになります。 

  それから、下の方で「次回検討予定」と書いてございますけれども、「第３章  

消費者政策の展開」。それから、次の１枚おめくりいただきますと 次のぺージに載

っておりますが、「第 ４章   消費者政策の実効性確保」「第５章   消費者保護基本

法の見直し」。この辺の部分につきましては、施策編ということでございますので、

本日の段階ではこういう全体としての項立ての段階での案をお示しをしておりまし

て、中身につきましては、次回に御検討をいただこうというふうに思っております。

そういう意味で１章、２章は素案 、３章以降は項目になっておりますので、現在お

配りしております資料１の案を全体としてはスケルトン案と書いてございますけれ

ども、中身としてはそういう構成になっておりますので、本日はその１章、２章の

基本的な考え方編というところについて、御審議をいただければと考えております。 

  まず、１ページ目でございますけれども、まず第１章ということで「 2 1 世紀型消
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費者政策の検討の背景」、バックグラウンドということでございます。  

  その中は大きく２つに分けておりますけれども、まず、これまでの経済全体の発

展の姿、 その中で政策運営というのがどのように進められてきたかという全体のレ

ビューを１．ということで置いております。ここはいろいろと言われていることで

はございますけれども、最初のパラでは戦後の日本の経済の非常に大きな発展とい

うことを書いておりまして、その上で２パラの方では、こういった経済の発展とい

う中で政府の経済政策というのが大きな役割を果たしてきているという こと。  

  特にその際には、やはり復興でありますとか、あるいはキャッチアップといった

ことを主な目標とし、政府が目指すべき方向というのを提示をして、全体としての

企業、消費者に誘導的に政策を展開していくこ と。その中で手法としても行政主導

でありますとか、規制的な行政といったものが全体としてみれば、主な役割を果た

してきたということを書いてございます。 

  それで、次の２番のとこ ろで「近年の我が国経済社会の変化」でございますけれ

ども、このように戦後ずっと日本の経済が発展してきたわけですが、近年、特に 90

年代以降かと思いますけれども、非常に大きく姿が変わってきておりまして、転換

期にあるというふうに言われているということであります。  

  中身としまして１つは「我が国経済社会のシステムの変化」ということで、全体

としての大きな話を書いておりますけれども、これまでのような先進国へのキャッ

チアップ型というものが収斂をしてくるということによって、これまでのように何

か目標を定めて、そこに向かって直接誘導していくといったような政策手法という

ものは必ずしもマッチしなくなってきた。そういう中で 80 年代ぐらいから規制緩和

といったような構造改革の動きというものが出てきているわけであります。  

  その中で、特に 90 年代に入りまして、低成長が続くという中で全体としての方向

性としては、これまでのように先進国のようなお手本がある時代ではございません

ので、新しいフロンティアというものを自ら開拓をしていって、経済を活性化して

いって持続的成長を達成すると。そういうのが基本的な流れになってきたというこ

とでございます。 

  その中で、全体としての社会の価値観といったものも大分変わってきておりまし

て、これまでは 商品・サービスに対しても物的に足りないものを充足していくとい

うのが主な考え方だったわけですけれども、そこがある程度充足した段階で今度は

質の向上であるとか、あるいはもっとバラエティーの問題であるとかいう方へとニ
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ーズが変化してきているということが言えるかと思います。  

  こういったことの中で、やはり基本的な考え方としては個人、あるいは企業の創

造力とか行動力といったものができるだけ自由に最大限に発揮されて、自己責任の

下で自由な選択 ができる。そのための環境整備をしていくという方向にということ

が求められるということになってまいりました。 

  その中で、行政の手法も、いわゆる事前規制型からできるだけ自由な競争を阻害

しないようにして、何かあった場合の事後チェック型へということに全体としての

流れが動いてきているという、こういう大きな変化が１つあるのではないかと思い

ます。  

  それから、２つ目といたしまして、これも中間報告でも指摘してございますけれ

ども、ＩＴ化、あるいは国際化の進展というものが大きなインパクトがあったとい

うことでございます。特に そのインターネットの普及等もありましたＩＴ技術とい

うのは部会でも御議論いただきましたけれども、非常に大きなインパクトを与えて

おりまして、情報の流通量が非常に増大をする。その中で消費者も扱う情報量とい

うのも非常に増えますし、その中でコミュニケーション手段の発達でありますとか、

あるいはそれに伴ったライフスタイルの変化、 前回幾つか御紹介いたしましたけれ

ども、そのようなことで多面にわたって経済構造、あるいは消費生活といったもの

に大きな影響を与えてきているということが書いてございます。  

  それとも関連して、国際化というのも、それに並んで大きな動きでございまして、

海外から入ってくる、特に食品などが顕著ですけれども、消費生活に切っても切れ

ないものになりつつあるということ。  

  加えて消費者がこれはＩＴの話とも関連いたしますけれども、ダイレクトに海外

の事業者とのやりとり、あるいは契約、あるいは輸入といったものをする機会が増

えてきているということで、そういう意味でＩＴ化・国際化というのはやや関連す

る部分が多いわけですけれども、この２つが相まって経済社会、あるいは消費生活

といったものに非常に大きなインパクトを与えていっているということを指摘をし

ております。  

  それから、（３）として今度は消費者、あるいは生活している主体の場から見た

観点でございまして、家族・ライフスタイルの多様化ということでございまして、

これも中間報告でも指摘はしておりますけれども、若干それをもう少し書き込んで

ございまして、全体として少子・高齢化、あるいは女性の社会進出といったような



 

 4 

こと、あるいは単身世帯の増加といったようなこともありまして、全体として家族

形態も大きく変化してきているということ。  

  それから、消費者の行動、あるいは活動の様子ですけれども、例えば 、グリーン

コンシューマー運動といったものに見られますように、環境問題を初めとして、消

費者の関心、あるいは活動内容、範囲といったものが多様になって活発になってき

ているということが言えるのではないかと思います。  

  以上が、消費者を取り巻く全体としての大きな環境の変化を戦後からレビューを

した整理としております。  

  そういったことを基にしまして、恐縮ですが４ページ目からでございますけれど

も、次の第２節としまして、ここでは今言った経済社会全体の話をバックグラウン

ドに消費者問題、あるいは消費者政策といったものにフォーカスを当てたのが、こ

の第２節でございます。 

  まず、その１番として高度成長期以降の消費者問題、あるいは消費者政策という

ことでございまして、今後の消費者政策のことを考えるに当たって、これまでどの

ような展開がなされてきたのかということを、やはりきちんと見ておく必要がある

だろうということもございまして、中間報告ではこの辺は余り書き込んでおりませ

んでしたけれども、新たに全体のこれまでのレビューというものを付け加えており

ます。  

  この中で、いろいろ書いてございますけれども、6 0 年代に大量生産・大量消費と

いったよ うな仕組みが広がってくる中で欠陥商品の問題でありますとか、そういっ

たさまざまな事件というものが生じてきて、消費者の意識も高まってきているとい

うことがございます。それに対応して消費者問題の取り組みといったものもなされ

ておりまして、個別分野の法律の整備が、あるいは薬事法とか割賦販売法とか、そ

ういったものが進められる。あるいは消費者行政の方の体制としても当時の企画庁

の国民生活局ができたりとか、あるいはそういうようなことで消費者行政全体の推

進体制の整備といったものが進められてきている。それから、同じく 61 年には国民

生活向上対策審議会、そしてそれが 65 年には当国民生活審議会という形でいろいろ

な組織が発足をしているということでございます。  

  その中で、御案内のように 68 年には消費者保護基本法というものが制定をされ、

また、国民生活センターも 7 0 年に設立をされております。  

  このような動きというのは国だけではなくて、地方公共団体においても同じよう
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に進んでおりまして、基本法の中で地方の公共団体の責務といったものが書いてあ

ることもございまして、これを受けて消費者行政を行う部局ができたり、あるいは

消費生活センターの設置が進めら れるといった形で地方においても消費者政策に対

する取り組みというのが進んできたということを書いてございます。 

  ５ページの方でございますが、7 0 年代ぐらい以降ですけれども、大衆消費社会化

といったことも背景としまして、その製品の安全性の問題に加え、マルチとかさま

ざまな新しいタイプの消費者問題といったものが発生してくるということが進んで

おりまして、いろいろなトラブルも、商品そのものの品質とか安全といったものも

さることながら、クレジットとか訪販とかいうような、さまざまな契約取引といっ

たものに対する比重が増えてきて いるという流れがございます。  

  80 年代も同じようなことが進みますが、特に情報化とかサービス化、あるいは国

際化というような動きが非常に加速をしてきているという中で、例えば、その多重

債務問題、あるいはクレジット関連といったような問題も生じてきているという動

きがあります。  

  こういったことに対して、消費者信用取引の適正化であるとか、契約の適正化と

いったような施策がいろいろ出てきておりますし、また、8 0 年代後半では、いわゆ

るバブルの中で資産形成取引に絡む、例えば豊田商事のようなさまざまな資産形成

に関するような 問題も生じ、それに対する法令整備といったものの取り組みがなさ

れてきたということでございます。 

  以上がその全体としてのこれまでの流れの整理でございますけれども、こういっ

た中で現在の動向がどういうことかというのが２番の近年の消費者問題の変化とい

うところでございます。 

  ここにつきましては、これも中間報告の中でも少し触れておりますけれども、特

に国民生活センター、それから各地の消費生活センターに寄せられる苦情相談件数

というのが 2001 年度では 8 8 万件ということで、非常に数的にも増えてきていると

いうことでありますし、また、ここに相談に来ているものというのは、実際には非

常に一部でございまして、その数％、２％から ３％ぐらいしか一緒に生活センター

等に相談に行っていないということをかんがみますと、潜在的にはこれをはるかに

上回るさまざまな問題、あるいはトラブルといったものが生じているということが

想定をされるわけでございます。  

  それから、６ページ目以降でございますが、上の方でございますけれども、この
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ようなことに加えて、さまざまな企業不祥事といったものも起こっておりまして、

消費者自身にとっても事業者と消費者の信頼関係の回復というのが大きな課題にな

ってきているということでございます。  

  このように 9 0 年代以降、消費者を巡る状況が非常に厳しい状況になってきている

わけです けれども、その背景をどう考えるかということでいろいろな要因があろう

かと思いますけれども、ここでは前の方で経済社会の大きな変化というところでも

述べましたところの、いわゆる規制緩和、あるいは規制改革といったものの推進、

あるいはＩＴ化や国際化の進展といった、こういった経済社会の大きな変化がこの

90 年代のさまざまな消費者問題の背景にあるのではないかなという整理をいたし

ております。  

  規制改革の推進というのは、基本的には市場メカニズムをできるだけ働かせよう

ということでございます。 それは消費者にとっては選べる商品やサービスの選択の

幅が広がるというメリットもございますし、また、ＩＴ化や国際化といったものも、

これまでになかったような新しい技術をもって、国境といった制約を越えて瞬時に

取引を行おうとするといった面で、消費生活というのに非常に利便性を与えるとい

うメリットがあるわけです 。その一方でなかなかそういった急激な変化に直ちに対

応をしていくというのが難しいという問題もあり、商品・サービスの多様化といっ

たものの中で本当にいいものをきちんと情報を得て選んでいくというのは、なかな

か難しい問題もございますし、それから、ＩＴ化という新しい技術に伴う問題とい

うのも生じてくるということで、そのメリットがある一方で消費者問題といったも

のを、より増大させていくと、そういうリスクも高まってきたのではないかと いう

整理をいたしておりまして、このようなこともあり、90 年代以降、さまざまな消費

者問題というものが生じてきているという整理をいたしております。 

  その中で、３．でございますけれども「政策対応の変化」ということで、このよ

うに全体で 90 年代以降、特に大きな変化がある中でそれに対する対応の仕方という

ことでございますけれども、全体としては消費者が自ら行動していくという、その

環境の整備を行うということに全体としての重点がシフトをしてきているという流

れがございます。 

  これまでの前のところでレビューもいたしましたけれども、行政が行政指導とか

規制といったもので全体を誘導していくという姿から、例えばＰＬ法、契約法とい

ったようなものに見られますような民事ルールの整備でありますとか、あるいはき
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ちんとした消費者教育、あ るいは情報提供といったものの充実を図っていって、消

費者がきちんと自ら自立できるための環境を整備していくということを政府が重点

を置いていく必要がある。こういうふうに全体としての変化があるのではないかと

いう整理をいたしております。  

  以上、第１節、第２節でこれまでの経済社会全体の話、それから、消費者問題、

あるいは消費者政策といったものがどのように展開をされ、変わってきているのか

ということを踏まえたわけですけれども、その上で７ページ目でございますけれど

も、まさにこの部会でやっておりますような消費者政策の抜本的見 直しということ

の必要性を論じたのが第３節でございます。  

  その１．のところで「経済社会状況への対応」と書いてございますけれども、今

まで見てきましたようなことで、日本の消費者政策というのは昭和 4 3 年の基本法以

降、それぞれさまざまな整備をさ れてきたわけですけれども、その後、非常に大き

な社会経済状況の変化があ り、基本法が想定していた基盤となっているものが大き

く変わってきているということがありまして、それが現在の消費者政策全体の見直

しを迫るものになってきているのではということでございます。  

  中間報告では、この 見直しの必要性というところも社会が非常に動いている こと

に対して 基本法の見直しもなく、全体が新しい動きにマッチしていないのではない

かという非常に一般論に終始していたわけでありますけれども、もう少しどういう

ところが特にネックになっている、あるいはどういうところが見直しを迫っている

のかということを整理してみてはどうかということでここに少し書き込んでござい

ます。  

  その１つ目は「市場メカニズムの重視－事前規制から市場ルールへのシフト」と

いうことを書いてございます。  

  消費者問題、これは部会の最初の方でも御議論がございましたけれども、消費者

問題に対して政策的な対応が必要であるという根拠ということとしては、消費者と

事業者の間の情報力、交渉力の格差というものが存在することでございまして、そ

れを少しでも縮小するために相対的に強い立場であったところの事業者に何らかの

規制を加え、一方その弱い立場にあった消費者に対しては情報提供、苦情処理等を

行って消費者利益の確保を図って、できるだけイコールフッティングするような施

策をしてきたということがあるわけでございます。  

  その中で、これまで前の方でも述べましたようなことで、今その日本 経済全体の
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方向としては個人や企業の活力、あるいは創造力といったものを最大限に引き出し

ていくということがまず求められていて、そのためには各主体が自己責任の下で自

由な選択を行っていく。したがって、消費者政策の手法といったものも一つひとつ

の規制といったものから、もう少し市場ルールの整備といった方にシフトをしてい

くということが言われているわけでありまして、この動き全体としては、これは消

費者にとっても多様な選択 肢を、与えることができるということでのメリットがあ

るのではないかと考えられるわけであります。  

  こういう全体的な流れがあるわけですけれども、その一方でということで７ペー

ジの下の方に書いておりますけれども、ここは中間報告の議論の中でも、その後の

さまざまな各方面からの意見の中でも、これまでの保護というのをやめてしまって、

すべて市場に任せる、 あるいはすべて自立してくださいというようなニュアンスが

強く出過ぎているのではないかいうこともございましたので、そこのところの誤解

もないようにということで書いておりますけれども、やはり市場メカニズムという

のは、当然にそれがうまく働く分野と必ずしもそれがワークしない分野というのが

あるわけでございますので、それがうまく働きにくい分野といったものについての

配慮が必要だということを書いておりま す。特に安全、健康といった分野でありま

すとか、あるいは８ページ目の方に少しかかりますけれども、そういった安全の面

では一定の事前規制といったものも当然必要でございますし、また、契約といった

面においても、例えばいろんな面で判断力とかいった面で若干十分でないという場

合においては、それなりにきちんとした配慮というものをしていく必要があるだろ

うということを書いてございます。 

  したがって市場メカニズムが当然働き にくい分野についてはきちんとケアをする

必要がありますけれども、そういう前提の中でそれより上の分については、基本的

な流れとして、市場メカニズムを重視していくという経済全体の流れがあるという

ことが１つでございます。  

  ２つ目、（２）でございますけれども、「消費者・事業者の役割の増大」という

ことでございます。これは消費者の利益を確保していくというときに、今申し上げ

たようなことで、これだけ経済社会全体が大きく変化もし、商品取引も多様化して

いる中で、すべて行政が一つ一つ やっていくということはなかなか現実的には難し

いという状況がございます。そういった中で消費者、あるいは事業者と いった主体

が行政と連携をし、あるいはそれぞれの立場において消費者利益の確保に果たして
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いただく役割も非常に大きいだろうということでございます。 

  その消費者がきちんと権利実現のために市場の中において不正な契約であるとか、

あるいは悪質な事業者といったものを排除していく、あるいはウォッチしていくと

いう役割も当然ございますし、また事業者もコンプライアンス経営、あるいは自主

行動基準の議論もございましたけれども、そういった自主的な活動を通じることに

よって、 消費者の信頼を勝ち得ていくという御議論も実際にあるわけです。  

  こういうことで行政のみならず、消費者・事業者といったものすべてが一体にな

って消費者利益を確保していくという必要性が生まれていくのではないかというこ

とでございまして、大きく分けてこの２つくらいが全体として消費者政策への見直

しを求める大きな流れなのかなという整理をいたしております 

  その上で８ページ目の下の方の２．としてグランドデザインの提示ということが

書いてございますけれども、消費者保護基本法が制定以後、3 0 年以上が経過してい

るわけですが、その中で今申し上げたような市 場メカニズムをどう扱うのか。ある

いは消費者・事業者の役割の増大といった動向に、ただちには今の消費者政策が対

応できていないんではないか。そういった観点の中で、全体を総点検をして、2 1 世

紀にふさわしいグランドデザインを提示するということが求められている。その中

でこういう検討が進められているという整理ではないかと考えているわけでござい

ます。  

  以上が全体の基本的な考え方でございまして、それに基づいて 1 0 ページ以降、そ

れでは 2 1 世紀型の消費者政策の在り型というものはどういうものななんだろう か

というのが第２章でございます。  

  大きく２つありますけれども、１つ目は「消費者政策の転換」ということで、こ

れも中間報告にも大体沿っておりますけれども、「保護から自立への環境整備へ」

という流れがあるだろうということでございます。  

  最初のパラに書いてございますことは、若干これまでに申し上げたことと重なる

わけでございますけれども、基本的に消費者を行政が保護するという展開で政策が

進められてきたわけでございます。 

  一方で、次の パラにも書いてございますけれども、先ほど申し上げたようなこと

で市場メカニズムの活用といったことが進められておりまして、全体としてそれが

自由で競争的な経済活動を促進する。そういったものは消費者の面から見たときに、

選択の幅 を非常に広げるという意味でのメリットがあるわけでございまして、そう
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いったものをできるだけ活用していく、 活かしていく ために は、消費者が市場に重

要なプレーヤーとして参画をし、そこで積極的に消費者利益というものを確保する

ためにポジティブな役割を果たしていただくということが求められ ているのではな

いかということでございます。  

  その中の次の パラにございますけれども、当然その中でもいわゆる弱者と呼ばれ

る人たち等に対しては、引き続き保護の必要性というのは全く変わるものではない

という先ほども申し上げたことでございますけれども、そういうことをきちんと認

識をした上で、もう少し市場メカニズムが機能し得るようなところにおいては、従

来の保護を中心とした施策から、消費者が自ら活動できるような自立のための環境

整備といったところに重点をシフトしていくということが必要なのではないか。 

  その中でそういったことがあることによって、マーケットというのが、事業者と

消費者と当然その２つの重要な視点があるわけでございますので、消費者が重要な

プレーヤーとして参画することによって、それがマーケット全体に対してもいい影

響を与えて健全な市場形成にもつながっていくということが期待されるのではない

かということでございます。市場としても、これだけ社会が大きく変化して、トラ

ブルも複雑になってきておりますので、事前規制を中心とする行政手法だけではな

かなか限界があるということで、事前規制から事後チェックへの重点シフトも必要

なんじゃないかという全体としての大きな転換の話を書いてございます。 

  それと連動しまして、1 1 ページ目の２．に ありますような「消費者の権利と消費

者政策」ということでございますけれども、当然消費者がきちんと利益を正当に確

保していくというときには、当然幾つか満たされなくてはならないものがあるとい

うことで、これは中間報告にほぼ沿ってございますけれども、AからFというもの

は、まずきちんと確保される必要があるだろう。そのときに、こういったものは、

これまでのようにすべて保護によって与えられるという考え方ではなくて、こうい

ったものを実現していくというのは消費者の権利である。その権利を行使すること

によって、消費者がこうした利益を獲得していくという意味で、消費者の権利とし

て位置づけていくということが１つ。  

  そういった消費者の権利が実現されるように、行政がきちんと消費者政策を強力

に展開をして権利の実現を図っていくということが必要であろうという考え方の整

理をいたしております。 

  それから、次の 1 2 ページ以降でございますけれども、第２節としまして、今申し
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上げたような消費者政策の理念といったことをきちんとやっていくために、各主体

がどういう役割、あるいは責務を果たしていく必要があるのかということでござい

ます。ここは基本的に中間報告で書いて ございますことを基本的な考え方は踏襲を

しております。消費者の役割についても、大体前回中間報告にあったことで自ら情

報を収集して判断をするとか、あるいは行政の働きかけをきちんとするということ

に加えまして、消費者団体についてもその役割があるということを書いてございま

す。この消費者団体につきましては、中間報告にも書いてございますけれども、年

明け以降、今年に入ってからの議論の中で消費者団体についての役割といったこと

についての議論もございましたので、それを踏まえて少し丁寧に書き込んでおりま

して、消費者、個人ではなかなか 限定があるところに対して、消費者団体の果たす

べき役割が非常に重要であるということで、具体的にはということで、これも部会

で御議論がありましたようなことでございますが、５点ほど、こういった役割を果

たすことが非常に期待をされていると書いてございます。これは後ほどの消費者団

体訴訟といった方にもつながっていく話かと思っております。 

  13 ページで「事業者の責務」というのがございますが、こちらもほぼ中間報告を

踏襲しておりますけれども、安全なものの商品サービスの提供、あるいは取引の遂

行、情報の提供、あるいは苦情処理とい ったものでの責務ということを書くと同時

に、自主行動基準といったような自主的な取り組みへの期待も併せて書いてござい

ます。  

  同様に事業者団体につきましても、こういった事業者の取り組みをより確実に果

たしていくように促していただくということと、特に紛争解決、あるいは団体とし

ての自主行動基準といったものの策定運用といったものへの期待を書いてございま

す。  

  ３つ目として、行政の責務ということでございまして、国、地方公共団体がそれ

ぞれが消費者の 権利の実現のためにきちんとした政策を取る。それをきちんと実際

に実施されるような体制、行政の推進体制も含めて、きちんとした効果的な政策の

実効を図るということを行政の責務として整理をしております。  

  最後 1 4 ページでございますけれども、第３節ということでございまして、これま

で述べてきたこと、基本的な理念といったこと をふまえて、今後実際の消費者政策

というものを考えていくときにどういった方向性を考えるべきであるかということ

でございまして、１つは、今まで述べてきたことですけれども、権利実現のための
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政策を展開をしていくんだというのが１つの大きな方向でございまして、一番ベー

シックであるところの安全で安心できる消費生活基盤をつくるとか、あるいは自由

な経済活動をしていくための基本的なルールになるところの市場ルールの整備、あ

るいは情報提供、紛争解決といったものを内容とする政策をきちんと講ずる必要が

ありますし、そういった全体的な政策を展開していくに当たっては、消費政策全体

がどういうことを目指しているのかということを示すような何らの戦略、あるいは

ビジョンといったものも示して実施していく必要があるだろうという方向性を書い

てございます。  

  もう一つの方向性として２番でございますが、実効性の確保ということでござい

まして、やはり中間報告にもございましたけれども、個々の施策、ないし体制だけ

ではなくて、それを実際に実効あらしめることが必要でございますので、その実効

性を書くことが非常に重要ということで、そのために当然行政の推進体制をきちん

と強化するとか、違法、不当行為についてきちんと抑止・監視をする体制を取ると

か、あるいは事業者による自主的なチェックといったものが必要であろうというこ

とを書いてございます。 

  それから、こういったことを確保するための制度面の検討ということで、例えば

公益通報 者保護制度でありますとか、あるいは団体訴権とかいろんなものがござい

ますけれども、こういう実効性確保のための制度面のケアも必要であろうというこ

とでございます。 

  位置づけとしましては、この基本的な方向性を踏まえて、次回以降御議論いただ

こうと思っております個別の施策のお話につなげていくということでございます。  

  したがいまして、第３章以降、次回以降で御議論いただく施策の審議の中身に応

じまして、この第３節、あるいは今、御説明しました基本的な辺りも、当然それに

連動して見直しを全体として進めていくということになろうかと思います。  

  以上が資料１でございます。  

  それから簡単に幾つか補足をさせていただこうと思うんですが、資料２というの

がございまして、「消費者政策の推移等に関する参考資料」ということでございま

すが、これは今御説明いたしました資料１のバックデータでございまして、基本的

にはこれまでの部会でお出ししたものを中心に構成をいたしております。１ページ

辺りは、これまでの消費者行政の軌跡、あるいは消費者問題の推移というものを１

ページから最初の数ページ、年表形式でございますけれども、少し整理をさせてい
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ただいております。それが６ページくらいまで 続きまして、７ページ以降消費者ト

ラブルの状況ということで、件数の問題、中身がどのように変わってきたのか とい

うのが７ページ、８ページ辺りでございます。  

  ９ページ、10 ページ辺りで、いわゆる訪販等の特殊販売の問題、あるいはインタ

ーネット関連、それから相談の主体として都道府県、政令指定都市なりどういうと

ころが集団主体になっているかに関するデータでございます。 

  11 ページ辺りが被害金額の問題、大体どのくらいの平均被害額が出ているかとい

うデータ。 

  12 ページに被害者の年齢構成ということで、弱年層、それから 高齢者といった辺

りが着目されるというデータを掲げております。 

  13 ページ以降、これも部会で既に 使用しましたが、各国における権利、どんなよ

うなものが認められているかというものを 13～ 15 ページ辺りに整理をいたし、それ

から 16 ページ辺りでは各国の憲法で消費者関連の規定がどのように載っているか

というものを整理してございますので、適宜御参照をいただければというものでご

ざいます。 

  それから、もう一つ、資料３というの がございます。こちらは国民生活モニター

調査というものの結果でございますけれども、年に何度か内閣府の方で行っており

ますり国民生活に関するモニターさんへのアンケートでございますけれども、先般

まとまりましたので、御参考に付けさせていただいております。  

  中身は大きく２つありまして、そもそも消費者政策というのをあなたたちはどう

思っていますかという非常に素朴なパートと、それから公益通報者保護制度につい

てどのようにお考えですかという２つの大きなパートになっております。これにつ

いては、時間の関係もございますので、個々に御説明はいたしませんけれども、２

ページ目、３ページ目辺りに全体としての概要が載ってございます。 

  （１）にありますように、さまざまな消費者政策の分野についてどういうふうに

あなたは評価しておりますかということについては、例えば規格・計量とか、ある

いは製品サービスの安全といったようなものについては、そこそこの進展という評

価のようなんですけれども、消費者金融、特に高利息の融資であるとか、過剰融資、

あるいは銀行、証券、保険会社などの金融取引と、そういった金融関係ではあまり

進展していないのではないかとい う厳し い評価が出ております。  

  公益通報者保護制度につきましては、（６）から（ 1 1）でございますけれども、
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基本的には内部通報といったものについて、公益確保のためには望ましいといった

回答をされる方 が全体としては多 く、 36.9％とございます。  

  （７）で実際に何か不正があったときに、情報をあなたは通報しますかといった

ものについては、通報する。あるいは不正なものが重大な場合には通報するといっ

た方が合わせて 56.5％ということで、通報しませんという回答をした人７％を大き

く上回っているといま す。  

  一方で、その場になってみないとわかないという回答も 3 6％くらいあ り ま し た。 

  通報先としては、組織内部に通報するといっ た人が半数くらいになっているとい

うことが出てきておりまして、（ 1 0）で、そのための法制度が必要ですかといった

ことについては、必要という回答が 65％、場合によっては必要という人が 31％とい

った回答ぶりになってございます。これは一応今後さまざまな議論にも使えると思

いますので、参考としてごらんをいただければと思います。  

  最後に資料４というのが付いてございまして、これは前回ＩＴ関連についての御

議論をいただきましたときに、情報通信関連の苦情相談というのが実際にどのよう

に処理されているんだろうかということについてのレビューが必要という御指摘が

ございましたので、付けさせていただいております。  

  １ページ目は全体として情報通信関連の相談件数の推移でございますので、これ

は前回も紹介いたしておりますので、省かせていただきますけれども、２ページ目

でございますが、情報通信関連の苦情相談の対応状況ということでございまして、

国セン、消センの対応内容を見てみますと、いわゆる助言、あるいはアドバイスと

いったものが全体として約７割。それから、その他の情報提供というのが約２割と

なっておりまして、実際に相談者と事業者の間に入って交渉を行ったケース、あっ

せん等でございますけれども、これは全体の約２％くらいとなっております。  

  そのあっせん等を行った 結果がどのようになっているかというのが次の３ページ

目でございまして、情報通信関連の苦情相談、約 4,000 件のうちに、実際にあっせ

んになった場合には、その９割以上が何らかの形で解決に結び付いているというこ

とでございまして、そのあっせんまでいくケースは少なかったわけですけれども、

実際にあっせんになったものについては、何らかの形で解決に結び付いているとい

うデータになっております。 

  個別に中身がどのよ うに満足に解決されたかというのは、個々には難しいんです

が、その例として、４ページ目以降ですけれども、４．としまして、幾つか代表的
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な苦情相談についての事例でどのようなことになったのかということの例を幾つか

書いてございます。  

  例えば国際電話の課金トラブルというのは、これは知らないうちに非常に高額な

国際電話に使用料金が請求をされたということでございますけれども、これについ

ては結果としては、勝手に高い国際通話のところにサービスがつながらないように

ということで、総務省の方 でもそういう対策の要請をしたということもあり、そう

いったところへの通話ができなくなるという対応をなされたようなこともあり、最

近では大分改善をしてきていると聞いております。  

  個々には時間の関係もあり省略させていただきますけれども、個々に見てみます

と、なかなかＩＴ固有のものも勿論ございますが、マルチ販 売のようなものをＩＴ

を使ってやっていたり、オークションといったものも行っていたり、いわゆる通販

といったものをネットを使ってネットショッピングという形で行っていたりという

ことで、もともとの消費者問題とＩＴを使っているところの複合しているという側

面がございまして、なかなかそれに対する被害が十分にケアできているとも言い切

れない状況ではないでしょうか。  

  ここはいろい ろな制度、政策というのが講じられつつあるところでありますので、

そういったものがどのくらい実効性が実際に上がっているのかということをよく見

た上で対応していく必要があるのかということでございまして、結論としてなかな

か全体像がわかりにくいと ころもあるんですが、私のわかる範囲でＩＴ関連の苦情

相談の状況をとりまとめてみましたので、今後の御参考にさせていただければと思

ってございます。 

  資料５は、各委員からいただいた参考資料を併せて添付をさせていただいており

ます。   若干長くなりましたが以上でございます。  

○落合部会長   どうもありがとうございました。それでは、この資料１の第１章と

第２章について、御議論をいただきたいと思いますが、まず最初に第１章について

御議論をいただきたいと思います。 

  第１章は何で 21 世紀型の消費者政策、特にグランドデザインというものを描かな

きゃいけ ないの だろうかということに関連した大きな背景ということを説明してい

る部分なり、こういう背景を前提にすると、消費者政策のグランドデザインを提示

していく必要があるというのが第３節で結ばれているわけですが、この第１章の部

分につきましては、まず御議論をいただきたいと思います。どなたからでも結構で
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ございますので、よろしくお願いいたします。  

○山中委員  初めに文章の 方につきましてちょっと意見を申し上げたいと思ってお

ります。３ページでございますが、「家族、ライフスタイルの多様化」、この内容

そのものは納得するわけでございますが、最初からの３行ほどのところが大変重要

なことをこの３行で表現するということで大変短縮しているというか、文章が誤解

を招くような表現になっているように思われます。特に女性の立場でこれを読んで

おりますと、ちょっと納得がいかないというか、誤解を招かれるような表現になっ

ておりますので、では、対案というか、どこをどうしたらよいかというのは昨夜遅

くこれを見たものでございますので、よく頭の中で整理がま だできておりませんが、

もう少し丁寧に、消費者トラブルが増加につながっているという表現をもうちょっ

と入れていただいて、そこにつなげていただきたいと、そういうふうに思っており

ます。  

  まず１行にしましても、「少子・高齢化の進行や女性の社会進出を背景に、単身

世帯が増加する」、これもいきなり妙でございまして、何をもってこういう言葉に

つなげてきたのかという、とても妙な気がしております。  

  以上でございます。もう少し丁寧に表現をしていただきたいというお願いでござ

います。  

○加藤委員  今の山中さんのおっしゃったことは、私も実は感じていたんですが、

これは恐らくデータ的なものがあるんだろうと思いますけれども、例えば女性の社

会進出を背景に単身世帯が増加したというけれども、そんなこともないんで、男性

の 40 代くらいまでの単身世帯というのも結構多いわけでありますので、この辺丁寧

にしていただかないと、ちょっとまずいなと思います。 

  要するに、ここで言いたいことは、家族が核家族したのがまさに、家計が個 計に

なっていく、孤立の孤であり、個人の個であるような財布ですね。家計が個別化し

て、一人ひとりの消費行動が多くなってきて、家族の連帯で今まで何とか予防でき

たり、解決をできていたような消費者問題が、非常に解決も 予防も しにくくなって

いるという社会状況があるということなんだろうと思います。 

  一方、事業者の方はどんどん知恵に長 けていって、あの手、この手の商法が出て

きている。年代別に、若者向きに も、壮年者向きにもちゃんと消費者問題が起きて

いるわけで、高齢者向けにも起きているといったような丁寧なときほぐしがここの

ところでは必要ではないか。この３行については、私もそんなふうに感じました。  
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○落合部会長   どうもありがとうございました。ほかに第１章につきまして、野村

委員どうぞ。  

○野村委員  消費者問題の第２節の方なんですけれども、５ページ辺りなんですけ

れども、サービス取引の拡大多様化とか、商品もそうなんですけれども、多様化だ

けではなくて、非常に内容が複雑になっているんじゃないかということなんです。

例えば海外旅行の保険みたいなものは、どこの会社でやっても基本的に同じ価格で、

提供される内容も同じサービスなわけです。ところが、今、インターネットとか電

話などですと、いろんなサービスの内容といろんな価格のものがあって、消費者か

らすると、どれが自分の目的にとって一番適切かというのはなかなか判断しにくい

という状況になっているということで、これは多様化という言葉だけではうまく説

明できなくて、非常に複雑化しているんじゃないか。また、いろんな契約が組み合

わせてワンセットになっているということがあるのではないか。  

  それは、 70 年代というより、 80 年代以降か 9 0 年代以降か、比較的最近の現象じ

ゃないかと思っているんですけれども、以上です。  

○加藤委員  私申し上げるのを忘れたんですけれども、２ページから３ページのと

ころの問題意識の中で、決済の方法が非常に簡便になったと言いますか、借りるこ

ととか、支払うことについて、これをただＩＴという言葉ではくくれないのではな

いか。大きな消費者を取り巻く環境の変化の中で、非常に決済方法の大変化という

ものがポイントとして入るべきではないかと思います。 

○落合部会長  浅岡委員どうぞ。  

○浅岡委員  細かくはまた整理して言葉で書かないと時間がかかるので後で申し上

げますけれどけも、先ほどのお話では、中間報告から、今回のところで大きく変わ

りましたところは、中間報告の２ページの４で消費者政策の抜本的見直しの必要性

というところで、43 年に制定された消費者保護基本法はこのような変化を想定した

ものではなく、また、制定後の変化に対応する改正もなされてこなかった。このた

め、抜本的な見直しをすると書かれた表現がなくなりまして、細かく記述されたと

いうことになっているのかなと思います。そういう説明も少しあったかと思います。 

  どのように変わったのかを見ますと、今回の案の６ページのところに、9 0 年代以

降のこうした状況の背景には、規制改革やＩＴ化、国際化の進展があるということ

で、90 年代以降の分析をされたことにしていますが、それ以前のものは５ページの

前半のところ辺りに、8 0 年代以降までのものは何がしか対応をしてきたとなってい
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ます。後ろの方 を見ましても、どうも 90 年代以降のことに問題の対応ができていな

くて、それまでのことは一応対応してきたのだという表現にかわったと感じられま

す。  

  総合的に見ますと、4 3 年の基本法の制定から今日まで全体として変化に合う対応

がなかった、十分じゃなかったという総括がなくなったということになっていると

思うんです。そういう中から、今後の対応として、市場メカニズムの重視と消費者

の役割というところが焦点になって、そこが解決すれば問題の解決はするとなって

いると思うんですけれども、私はパブコメの意見を反映するとすれば、そうではな

くて、 80 年代までの問題を 今もずっと引きずっていて、今日の 90 年代以降も更に

飛躍的に紛争も被害も多様化、複雑化し、大きくなっているという背景につながっ

ているというところが全然 出ていないの は問題だと思うんです。  

  どうしてこれまでの被害がこんなに対応しているはずなのに増えきているのか、

解決になっていないのかという疑 問は、パブコメでも出されていましたし、ここで

も意見が 出されていたと思います 。やはりＢＳＥ問題の検討委員会が整理をしてい

たように、ずっと生産者重視、事業者重視の経済政策であり消費者政策であったこ

と、そこからの転換が 必要だということが出てきませんし、十分規制をしてき たと

いいますが、その部分が不十分であり、安全だけではなくて、取引についても非常

に後追いであるだけではなくて、現在においてもそうだということが今も続いてい

るわけです。何よりも不法の利益がそのまま事業者に残る仕組みというものに手当

てがなされてないできているということ が、非常に大きな被害拡大の大きな要因だ

と思いますし、情報提 供という点でも、透明性を図るという点でも、そこがなされ

ていなかったということになるかと思うんです。ここでは市場メカニズムが働く分

野、働かない分野で、分けていま すが、そこで言う市場メカニズムというのは一体

何をいっているのかということをもう少し詳しく説明していただきたいと思うんで

す。メカニズムが機能するというのはどういう意味なのか。それはどういう要件を

前提としていることなのか を説明してもらいたいと思いますし、働かない分野とい

うので高齢者とか障害者とか弱者の場合ということしか浮かんでこないような後ろ

の記述になっていますけれども、例えば訪問販売のような、さまざまな攻撃的、特

殊な販売形態、先ほどの話からいったクレジット、リースだ何だとさまざまに形を

変えて被害が拡大しているという部分というのは、市場メカニズムが働く分野だと

考えているのかどうかとかいう説明もしてもらった上で、ここの意見を申し上げた
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い。今のままだと意見を申し上げるにもよくわからないことが多いなと思います。  

○落合部会長   どうもありがとうございました。今、浅岡委員の言われた趣旨も非

常にわかるところがあるんですけれども、同時に浅岡委員にちょっとお尋ねしたい

のは、消費者保護基本法というものを一体どういう根拠で見直さなければいけない

のか。この問題に対して浅岡委員のお考えがもし、これはなかなか難しい のです が、

ここの第１章は、68 年にできた消費者保護基本法、これが消費者政策全般のグラン

ドデザインを 6 8 年の段階で描いたものだと思うんです。それを今なぜ変えなきゃい

けないのか。変えなきゃいけない根拠というのは、かなり大きな根拠がなければい

けないんじゃないかと思うんですけれども、そうすると、それは一体何に求めるの

か。あるいはそもそも 68 年の消費者保護基本法のグランドデザインは、今でも 妥当

していて、それで変える必要はないんだというのであれば別だと思いますけれども、

もし変えるということであるとすると、その基本的な根拠をどこに求めていくかと

いう問題を第１章で議論しているのではないかなと私はそう理解しておりまして、

そうだとすると、そこは浅岡委員のお考えだとどこに求めるということになるので

しょうか。 

○浅岡委員  それはかねて議論になっていますように、そもそも消費者保護基本法

が消費者の権利を正面から位置づけて、消費者重視の政策の基本の柱を定めるとい

うものでは全くなかった。事業者に対する最低限の制約、つまり規制をしていくこ

とを中心にして反射的に消費者の利益がある部分図られることで、また苦情に対し

ては一部事業者や自治体など、苦情処理ができる体力の範囲でするという手当てで

終わらせて、被害を根絶するという発想にはならなかった。救済というものは消費

者の権利として認めていかないということにも反映している。そこにも由来してい

ると思います。  

  そこが最大の根本であって、どういう点を消費者の権利として見ていくべきなの

かという議論をしないといけないんですが、何が今後の消費者の権利と定めて必要

なのかという議論をしていくときに、今申し上げたのは、 6 0 年代、 70 年代、 8 0 年

代、こうして起こってきた問題というものが、どこに問題があったのかということ

についての掘り下げが ありません。私が思いましたのが、６ページのところで 9 0

年代のこうした状況の背景には規 制改革やＩＴ化、国際化という社会の大きな変化

があると考えられるいうことがありましたけれども、それ以前の問題については、

こういうことが起こっているということだけであって、なぜそれが起こったのかと
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いうことについての掘り下げがないので、消費者の権利を整備する上で も、何が不

十分であったのかの整理の 上でも、今後何が必要かを考える上でも、消費者の自己

責任と自立、そして、消費者の役割の拡大というところだけが今後必要な対応とし

て強調されてくることになっていると感じられるわけです。  

  その点からざっと読みましたときに、 9 0 年代以降のこうした状況の背景と し て 、

非常に限定的に書かれ 、前はどうなっていたのかと改めて見ますと、２ページでは

43 年以降こうした変化に対応する改正がなされてこなかったとなっています。どう

してこういうふうになってしまったんだろうと不思議に思いながらいろいろ見比べ

ていたというところなんです。  

○落合部会長   浅岡委員のお考えはわかりましたので、ほかの委員、どうぞ。  

○高委員   私も大体浅岡委員の御指摘に賛同しておるんですけれども、今日のとこ

ろを読ましていただいて感じたところなんです が、まず最初に３章、４章のところ

を今日は議論しなかったわけですけれども、何回か欠席したために議論についてい

っておりませんで申し訳な く思っています。恐らく３章、４章の中身を議論するこ

とで前の部分の内容も大分変わってくるんじゃないかと思い ます。今日説明いただ

いたところの印象なんですけれども、例えば２ページのところで行政手 法というの

は事前の規制型から事後監視型、チェック型に移行するという説明があ りました。

しかし今日読んだところを見る限りでは、行政側が事後チェックとか事後監視型に

対してどういう対応を取っていくのかというのはほんとど説明はさ れな かったと思

います。抽象的な説明はありますけれども、全体的に言えることは消費者が自立し

て自分で民事ルールにのっとって対抗していきなさい。市場メカニズムに任して、

ある意味では、市場を通して事後チェック機能を消費者が自分で働かせないという

ように私は読み取れてしまいます。６ページのところで、政策対応の変化というこ

とで、ここにも民事ルールを整備して対抗していきなさいと いう意味の 記述がある

んでしょうけれども、例えば団体訴権の内容でもこれから説明いただくんでしょう

が、どれだけの権利が消費者団体に与えられるのか。例えば不当な 利益の没収、損

害賠償請求権まで認められるのか。それはない とすれば、ある意味で十分な権利も

与えないで市場で対抗しなさいという、 ちょっと無理な議論 になってしまうのでは

ないかという印象を持ちます。  

  それから、７ページのところは、事前規制から市場ルールという話になって、行

政の事後監視、そういった機能についてはほとんど言及されていない。言及されて
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いるとすれば７ページの下の２行目辺りからですけれども、この文章も一方で市場

メカニズムが働きにくい領域については十分な配慮が必要であるという、主語がな

くなって、配慮が必要であるという説明ばかりが８ページも出てくるだけで、 一体

だれが配慮して有効な行動をとるのかが 明確に出てこない。  

  その下の（２）のところですけれども、やはり消費者が自分で不正な契約の排除

とか、悪質な事業者の淘汰に努力しなさいということが述べられている。つまり、

消費者に 自分で やりなさいという説明になって いるわけです。 

  その後、事業者はコンプライアンス経営に努めるということですけれども、 そも

そもコンプライアンス経営 など、最初から努めない事業者が 問題だ と思います 。そ

ういった事業者に対抗していくために、消費者、あなたたちやりなさいと言っても

今の段階では非常に難しい。団体訴権をどれだけ充実させるのかという議論と、公

正取引委員会等が事後 監視、事後 チェック機能 に関し どういう役割を担ってくれる

のか、こういった議論も３章、４章のところで 行われると思います。ですから そこ

を踏まえて前の部分の内容を検討し直す必要があるんじゃないかなと考えます 。  

○落合部会長   今、高委員の御指摘は全くそのとおりであって、本日は１章、２章

というのは、ある意味では総論的なところですね。具体的な話は次回以降の３章以

降になる。したがって、３章の内容いか んによっては総論が動くというのはまさに

御指摘のとおりであって、したがって、全体的な方向としての総論を議論して、今

度は各論を議論して、そして今度は総論・各論合わせて議論する必要があると思い

ますので、そのような形で議論を進めるということは私もそのようにしたいと思っ

ております。  

○福川委員  これはスケルトンということでございますから、もうちょっと全体の

文章は書き込まれるのかもしれませんので、今の点で申しますと、私も１つ気にな

るのは、グランドデザインの提示、これは趣旨としては私も大賛成で必要だと思っ

ておりますが、多分、この報告書自身がグランドデザインになるだろうと思うんで

す。それは前文になるのかどうか知りませんが、この部会としては、そういうグラ

ンドデザインはこういうふうに書いたんだと。それが今非常に必要なんだというこ

とを強く出したいという気がするわけです。と申しますのは、８ページのグランド

デザインの提示というところは、第３節の見直しの必要性というところに書いてあ

りまして、ですから、見直しの必要性の一つの要因としてクランドデザインの提示

があるという書き方になっているものですから、まさに見直しの必要性というのは、
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もうちょ っと具体的ないろいろな状況、あるいは政策スタンスの問題があって、そ

して、こういうふうにグランドデザインは考えましたという書き方になって、これ

だけ見ると、グランドデザインの提示が必要だから見直しをするんだという書き方

になっているんですけれども、多分、もうちょっと報告書というのは、全体こうい

うふうにしようじゃないかという意欲の表明になって、それが具体的に各論でも展

開していくということの方が迫力が出てこないかなという感じがするわけです。 

  もしここにこのとおり書くと、クランドデザインというのはどういうものか。た

だ、グランドデザインが必要だと言われても、一般の人はどういう内容のものがで

きてくるのかというのがわからないと思うので、もしこの書き方をするなら、もう

ちょっとグランドデザインというもののカバーすべき領域などをこういうふうに作

っていくというふうになるんだろうと思います。これはスケルトンではなくて、本

文に書き込むときにかなりニュアンスは違ってくるように思いますけれども、私は

この報告書自身がグランドデザインであるということで、それの根拠をここでも明

確に打ち出し、その内容もはっきり打ち出して、先ほど部会長もおっしゃったよう

に、これが消費者保護基本法の改正につながる。あるいはつながらないという結論

になることもあり得ると思いますが、つなげるということが明確に出てくるような

トーンで強く書いていただいたらいかがかという気がします。 

○落合部会長   確かに御指摘のとおり、クランドデザインの部分はそのような感じ

がいたしますか、全体からしますと、恐らくこの案は第２章というのが、まさにグ

ランドデザインの中身を書いているんじゃないかなと。明示的に「第２章   21 世紀

型消費者政策の在り方」となっていますけれども、これはまさに基本的な在り方な

んであって、細かいことまで書いていないわけですから、基本的な在り方であろう

と。そうすると、その基本的な在り方としては、第１節、第２節に書かれているよ

うなことは、これらがグランドデザインの具体的な中身であるというので、どうも

全体の構成としては、第１章は何でグランドデザインを出さなきゃいけないのかと

いうところを説明して、そして、第２章でグランドデザインはこんなものですとい

うのを出しているつもりではないか。  

  確かに御指摘のとおり、そういう感じで明確に表現されているかというと、ちょ

っとはっきりしない部分があります。それでは、グランドデザインはどこに行った

のかというと、第２章を見ても余りグランドデザイン的な言及がないんで、グラン

ドデザインが必要だと 言っていて、では、どういう内容のグランドデザインなんで
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すかという答えみたいなものの部分が第２章であるということがわかるようなこと

を書かなきゃいけないかなと思うんですが、事務当局としてはそういう考えで構成

されているんじゃないかと私は思いましたけれども、この辺、いかがでしょうか。  

○中村企画課長   おっしゃるとおりでございまして、全くこれと別にグランドデザ

インということではなくて、まさに議論いただいているグランドデザインの必要性

を、今、部会長が総括されたような趣旨だったんですけれども、確かにおっしゃる

とおり書き方がやや誤解を招く感があると思いますが、そこは整理をいたしたいと

思います。認識としては、今、部会長のおっしゃられたことと一緒でございます。  

○落合部会長   それでは、岩田委員、どうぞ。  

○岩田委員  どこということではないんですけれども、これは第１章か２章がわか

らないんですが、少し入れておいた方がいいの かなという感じがするんですが、今、

消費者政策見直しの必要性というところで、量から質へと移って、消費経済、消費

社会が成熟化してくる中で、行政手法も事前規制から事後チェックに来ているとこ

ろで、６ページにもあるように、消費生活における商品サービスが非常に複雑化、

多様化して、これも私も複雑化と入れたおいた方がいいと思うんですけれども、そ

の一方で規制緩和による悪質業者みたいなものが入る可能性も非常に大きくなって

きている。規制緩和の影響はそういうところにあると思うんですが、戦後の消費者

行政を見ていますと、基本法以後もいろ いろな問題が起きたときに、モグラたたき

のようにいろんな業法をつくって運営してきている。ところが、それではなかなか

こういう社会の変化に付いていけないということで、ある程度網をかぶせるような

消費者契約法のようなものもつくってきた。それでも限界があるというところで、

行政の方は事前規制から事後チェックで監督チェック機能はこのままやっていただ

かなきゃいけないと思うんですけれども、そういうものを補完する一番有用なのは、

消費者自体に免疫力を付けてもらうという、医学で言えば予防医学みたいなものか

もしれませんけれども、１つは、複雑化、あと悪質業者が出てくるという社会の中

で健全な消費生活を自 ら営むための消費者自身が力を付けてもらう。 

  それと、行政だけではチェックも限界なんだということはちゃんと打ち出した方

が、後にも出てきますけれども、消費者団体とか消費者自体がそういった悪質な業

者に対しては退場を迫る。そのパワーを身に付けさせる必要があるんだという、こ

の見直しの流れなのかなというふうに理解していたんですけれども、読むと、そう

いう市場メカニズムの導入によって利便性が非常に高まったとか、事前規制から事
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後チェックは、今後の方向だというのは、出てくるんですけれども、何で転換が必

要かというところに、今、私が申し上げたような視点も少し強調しておくと、今後

の消費者政策が、何で転換する必要があるんだというところがより一般の人に わか

りやすくなるのかなという感じがいたします。  

○大羽委員  第２節の４ページから５ページにかけて、複雑化、多様化しています

よと書いてありまして、当然のことながら近年の消費者問題の変化というのは非常

に大事な記述だと思うんですが、この第１行目のところに、消費者が商品やサービ

スに関連してトラブルに巻き込まれる事例は増加傾向にあると言い切っております

けれどけも、これは客観的なデータとして出ているのかという感じがあるわけです。 

  もう一つは、言うならば、クレーム・ コンシャスネスの増加のようなのが、大分

拍車をかけているんじゃないかと思うわけです。 

  しかも、それを実際に行政の窓口に立っていらっしゃる方は随分増えてきたとお

っしゃっていまして、ですから、相談とかあっせんとかいう前に、問題提起もかな

りおっしゃっているようでございまして、したがって、単にこれを見ると、事業者

がトラブルがたくさん 作っているように見えますけれども、それだけではなくて、

市民がいろんなことを言うような社会になってきたんだということが当然あると思

うんです。製造物責任法を 制定し 、国民生活センター だとか消費生活センターにた

くさんな情報が寄せられているというのは、安全性を欠いている製品が市場にたく

さん出てきたか らかというと、そうではなくて、いろんな問題提起がされてきたか

らだと思うわけです。こういうふうな記述になりますと、トラブルが随分増えたと

いう感じで取られる方がいると思うんで、そこら辺はクレーム・コンシャスネスの

増加に伴って、こういった状況になってきて、それをどう対応するかというのが大

事なんだということを記載しておいた方がいいんじゃないかと思います。 

  ２点目として、後ろの記述で、2.6 倍というのは、先ほどの資料２で 8 8 万件に上

ってというところが出てまいりましたけれどけも、前のデータで、たしか 1 0 年前に

19 万なにがしという 数値があって 、10 年後の現在、3.7 倍になったというデータが

あったんで、記憶してい ますが、3.7 倍 なのか 2.6 倍 なのかということです。つま

らない話なんですが、これはデータが違うんでしょうか。  

  どちらのデータを使うにしても、相談件数の増加というデータを使われるときは、

どちらか説明のできるデータによる方がいいの かなと思っています。 

○落合部会長   第１点のクレーム・コンシャスという意味は、クレーム・コンシャ
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スであるがゆえに出てきたクレームというのは、これはクレームなんでしょうね。  

○大羽委員  クレームでしょうね。 

○  落合部会長  ですから、そういう意味ではクレーム・コンシャスであってもクレ

ームだと。ただ、増加の理由がコンシャスに基づく部分もあるとは確かに思うん

ですけれども。  

○大羽委員  電話を取ったものが１件でカウントされるはずですから、そうすると、

そういう意味で問題提起をされる方も意見を言われているわけですから、必ずしも

我々が言っている苦情と言いますか、それから何らかの消費者の被害というものの

増加があったというふうには思わないということです。 

○落合部会長   しかし、被害に巻き込まれると 書くと、大羽委員御指摘のとおりな

のですが 、トラブルに巻き込まれるというのはやや広い表現で、そういう意味では

必ずしも大羽委員の御指摘の部分と必ずしも抵触していない表現とも読めるかなと

いう感じがいたします。 

  事務局の方から、今、大羽委員から２点あったわけですけれども、いかがでしょ

うか。  

○中村企画課長   データの方は、前にお知らせしていたデータというのはパイオネ

ットの数字をそのまま使っておるんです、今回やっておりますのは、パイオで必ず

しも拾い切れていないものもございまして、そういったものについて、消費生活セ

ンターなどにアンケートなどを通じて広い範囲から集めた、また、別の系列という

のがございまして、そちらの方がもう少し全体像が分かるだろうということで、デ

ータを使うソースを少し変えたということでございます。いずれにしても、そこは

きちんとわかるように、何らかのことをしたいと思います。  

○福原委員  途中で退席させていただきますの で、簡単に２点ほど申し上げます。  

  １つは、行政と消費者団体の取り組みということばかりではなくて、今後、起こ

り得る問題として、登録ＮＰＯばかりではなくて、登録していない市民組織が単独

でこういう機能を持つということも言及しておいてよ いのではないかということが

１つ。  

  第２点は、先ほど野村委員から契約が複雑化したということがございましたが、

そうなりますと、今、現実に存在する消費生活コンサルタントみたいな方は勿論重

要でありますけれども、更に専門的に特化したコンサルタントみたいな人を市民の

間に育てていく必要があるのでは ないかということを感じますので、申し添えます。 
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○宮部委員  ２つほど申し上げたい。  

  第１点は、トラブルが多くなった理由の一つとして 、消費者のニーズが技術進歩

に裏付けされて非常に高級化していることがいえる。しかし、そういう新しい 良い

製品が出る反面、消費者の側は依然として昔の製品でいいという人 もいるが、 製品

だけが割と高級化の方向へ動いて いることがトラブル を生んでいるのではないか。2

1 世紀の消費者政策の在り方を考える際、ということで今お話があるわけでずが、

技術進歩ということと、製品の高級化ということをどこかで入れていただけないか。 

  もう一点は、８ページの（２）で「消費者・事業者の役割の増大」とあるが 、 13

ページの方では 「消費者の役割」「事業者の責務」「行政の責務」としている 。や

はり８ページの方でも、消費者、事業者だけでなしに、行政 の役割についても 一言

あっていいのではないか。  

  また、12、13 ページのところで役割と責務 につきましては、消費者は役割だけで

責務が書かれていない。事業者と行政は責務だけで役割がないというのもちょっと

おかしい感じがするんです が、いかがでしょうか。  

○落合部会長   それでは、鍋島委 員、どうぞ。  

○鍋島委員  先ほど岩田委員がおっしゃった免 疫という話もありましたけれども、

私はこれを読んで感じたのが、消費者教育については、言葉として 少し しか出てき

ていない。今までどういう 状況であった のかというのは入れておいた方がいいので

はないでしょうか。特に３ページの先ほどの国の業務 のところなども含めて、その

辺も少し入れた方が良 い。消費者教育というのは今までどのように 行われてきたか

というところを加えた方が 良いのでないかなと思いま す。  

  これは言葉ですが、７ページの（２）の５行目のところに、苦情処理という 言葉

がありますが、実は私ども企業、事業者の方としては、できる限り苦情処理という

言葉はやめよう。苦情対応、あるいは相談苦情対応という言葉にしようとしていま

す。  

  というのは、処理というのは、何となく右から左へやってしまうという形に見え

ますが、現実は事業者の方では、消費者の意見を聞いて、それをキャッチボールし

ながら対応していますので 、苦情対応、あるいは相談苦情対応という言葉に直して

います。実際にやっているのは、ＪＩＳ Ｚ 9920 の場合には苦情対応マネージメント

システム の指針 対応という名前にしています。 これは７ページだけではなくて、全

文、ほかのところでもそうですけれども、できれば、相談苦情対応という言葉に変
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えていただきたいと思います。  

○山本委員  ７ページのところに、（１）のタイトルで「市場メカニズムを重視－

事前規制から市場ルールへのシフト」ということで、市場ルールという言葉が出て

まいります。本文の中にも７ページのところで市場ルールの整備と出ておりまして、

最後の 1 4 ページに市場ルールの整備という、３か所で この言葉が 出てくるわけです。

非常に重要なキーワードになっているわけですが、市場ルールとは何なんだという

ことを、 少なくとも一般の国民に向けた報告書でまとめ上げていく過程において、

もう少しわかりやすく説明する必要はあるであろうと 思います。  

  ６ページのところに民事ルールということが出ておりまして、これであれば大体

意味的に定着しているので、そういう心配はないと思うんですけれども、市場ルー

ルという言葉は、１つは金融サービス法の議論の過程で出てきた言葉であって、取

引ルール、業者ルール、それと市場ルールという形で、３つの分類の中で出てきた。

そういう意味でこの市場ルールというのを使っておられるのか。それとも、マーケ

ットでいろいろ なプレーヤー、事業者、消費者、その 他の団体も含めて行動する。

そこに適用されるルール一般という、非常に広い意味で使っておられるのか。しか

し、後者だとし ますと、業法的なルールも入ってまいります が、規制を中心とした

手法から市場ルールの整備に重点をシフトするという場合は、恐らく業法的なルー

ルは入ってこないだろう。 さらに 、業法的なルールの中にも行政ルール、刑事ルー

ル、それからクーリング・オフのような民事ルールがある。どこまでがこの市場ル

ールという言葉でターゲットにされているのかということを明らかにされる必要が

あるだろう。私の理解では金融サービス法の議論の中で出てきたような狭いもので

はなく、それよりは広いと思うんですけれども、マーケットで行動する当事者に適

用されるルール一般ということでもないだろうと思います。特に消費者契約法、こ

れは施行５年後の見直しということが国会の付帯決議で出ておりますけれども、消

費者契約法のさらなる整備というのは、この市場ルールの整備の中に入ってくるの

かどうか。その辺がこの文章を見ても必ずしも明確ではない。次回以降出てくるの

かもしれませんが、その点を明らかにされる必要があるだろうと思います。  

  もう一点ですが、先ほど若干関連する指摘が浅岡委員からございましたけれども、

市場メカニズムの重視ということがうたわれているわけで、それは私は反対ではあ

りませんけれども、市場メカニズムと申しますと、若干狭いと言いますか、事 業者

間の競争を維持促進することによって市場メカニズムを有効に機能させる。それで
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消費者政策を展開していくというだけの意味にとられかねない面がある。 

  消費者政策の中ではよりミクロの視点と言いますか、契約当事者の間で情報を提

供させるようなルールを立てるとか、あるいは勧誘に 関して、こういうことをして

はいけないというルールを立てるとか、そういうミクロの視点も多分必要なんだろ

うと思います。  

  先ほど高齢者や障害者などの弱者的な消費者に対しては、契約ルール等において

十分な配慮が必要であるという指摘が８ページでなされておりますけれども、それ

は市場メカニズムが働きにくいからという面も全くないとは思いませんが、契約を

結ぶ前提のミクロの契約の世界でこういった人たちには、自己責任を問い難い 側面

がある。ですから、こういう配慮が必要であるということになるわけなんで、そこ

は論理的には市場全体の競争促進というよりは、もう 少しミクロの視点が入って、

始めて説明できるものではないかと思います。  

  あと一点だけ、今の点に付け加えて申しますと、市場メカニズムというのは非常

に広い意味で使われている可能性もある。要するに、企業間の競争を維持促進する

ということと併せて、消費者の選択が歪められないような環境整備を図るというこ

おとです 。これが公取の中に設置されました消費者取引問題研究会で指摘されてい

る視点でありまして、そういうものを含めた意味での広義の競争政策と言いますか、

市場メカニズムの活用ということを言われているのであれば、そういうことも少し

付け加えられた方が報告書としてはわかりやすくなるかなという感じがいたしまし

た。  

  以上です。  

○落合部会長   どうもありがとうございました。 

○加藤委員  ２点発言させていただきます。１点は、今、山本先生がおっしゃった

ところなんですが、８ページの上から３行目の「高齢者や障害者」だけではなく、

未成年者という言葉も入れていただいた方がいいんじゃないかと思っています。 

  というのは、米国辺りですと、子ども向けのインターネット上の取引などは別の

ガイドライン、あるいはテレビについてのガイドラインとか、いろいろあるようで

すけれども、この国ではそういったような特別な配慮というのがなかなか弱いので、

今、携帯電話などの契約の場合に、未成年者の場合にどうするかといったような一

定のルールはできているようですけれども、特別な配慮が必要ではないかと思いま

すので、ここは未成年者を入れていただきたいと思います。  
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  もう一つは、大羽先生がおっしゃったところでございますけれども、私は前々か

ら申し上げているし、先回もＩＴ関連のところでは申し上げたんですが、御努力は

わかります。本日、資料で改めてＩＴについての別の資料をわざわざまとめら れた

ことは御努力は買いますけれども、この間も申し上げましたけれども、これは総務

省の中の電気通信消費者相談センターにもデータがあるわけですし、それから経済

産業省の方でも ECOM を通して消費者の相談・苦情に対応している部分もあると思い

ます。  

  例えばＩＴについても、そういうわけで、今出てきている国民生活センターの方

でまとめたものに対する定性的な評価も必要ですけれども、それ以前に必要な定量

的な問題の把握として、情報通信についてはそういったようなことがあるというこ

とと同様に、住宅とかリフォームの問題とか、交通機関関係だとか、ほかの省庁に

も消費者トラブルというのは随分入っているわけなんです。  

  この辺を総括的に総ざらいしないで新たな消費者政策を議論していくということ

は、私は前々から不満でございました。そのことを是非ほかの省庁の御担当者の皆

さんにも考えていただいたり、そして、できればここの議論にも参加していただい

て、食品関係だったら農林水産省も随分いろいろなデータを持っているわけです。  

  そういうことも含めて、私は消費者政策のグランドデザインというものの議論が

されるべきではないかと思っています。非常に矮小化されたと言っては失礼ですけ

れども、今やれる範囲内で消費者政策を考えていくという形ではなく、大きくいろ

いろなすべての官庁の中で、先ほど浅岡先生がおっしゃいましたけれども、産業育

成をする中での消費者政策を、ここで一度総括される必要があるのではないか。そ

れを含めた上で 21 世紀型消費者政策のグランドデザインをつくっていく。その考慮

のための材料としての消費者トラブルの数字、あるいは消費者苦情相談ですか、そ

ういった数字であるとなるならば、それはパイオネットだけでは私は足りないので

はないかと思っています。  

  いつも同じことばか り言って何ですけれども、私はこれは何十年に一度の大議論

の機会でございますので、みんなが大きく考えていただきたいわけです。 

○落合部会長   全体の進行ですけれども、大分第１章の議論の中で第２章に関連し

て言及もございましたので、もう第２章も含めて、そういう意味では第１章、第２

章という感じで御議論をいただきたいと思います。  

○浅岡委員  先ほど御質問した点なんですが、山本先生からも御指摘いただいたん
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ですか、この意見書の事務局案を全体としてどう私が理解したらいいかということ

を考える参考として、ここに言います市場メカ ニズムとワークする領域というのは、

例えば訪問販売のような領域なども考えた上でお使いになっているのかどうかをま

ずお教えいただきたいと思います。それを１つの手がかりとして私の理解を進めた

いと思います。  

  もう一点ですが、先ほど岩田委員が規制緩和がこういう問題をもたらしていると

いう御指摘がありまして、そういう側面もありますが、かねて申し上げているのは、

規制ができていないところに被害が起きてきたわけですから、規制が緩和されたか

らではない領域がほとんどなんです。取引や契約に関する紛争というのは、ない領

域に工夫をこら し幾つかの類型を組み合わせた新しいものをつくり出している。だ

から、規制の発想の仕方を変えなければいけないということであろうとかねて申し

上げているんですが、とりあえず先ほどの市場メカニズムとか市場ルールというも

のについて、もう少し詳しく考えるよすがを教えいただきたいと思います。  

○落合部会長   それでは、更に１章、２章を御議論いただき たいと思います。 ここ

で考えているのは、基本的には 68 年にできた消費者保護基本法というのは現在、あ

るいは 2 1 世紀というものを考えたときにワークするものとして、依然として手直し

しなくても、あるいは若干の手直し、本当にささいな手直しでワークしていけるの

かどうかという問題を議論しているわけで、そうしますと、理論的に 68 年のときの

消費者保護基本法というものをつくったときの立法事実、もう少しくだけた言葉で

言えば、消費者保護基本法が前提にしていた日本の経済社会、そういう全体がどう

いう状態というものを念頭に置いて法律をつくったのかというのが問題になるわけ

です。  

  したがって、市場メカニズムというのはそういう文脈で私は使われているんじゃ

ないかなと。つまり、68 年に消費者基本法をつくったときに、政府全体が基本的な

政策として市場メカニズムをより重視して政策をやっていこうということは、6 8 年

の時代には何にも言われていなかったわけであって、むしろ弱い消費者に対しては

行政が積極的に手を差し伸べてどんどん保護していこう。あるいは事業者も、それ

を育成・保護していこうと いう発想の下にできあがっていた部分と、現在の我々の

経済社会環境、特に 2 1 世紀もにらんだ場合の環境と非常に違う点がある。非常に違

うところがあるがゆえに、言わば 6 8 年の消費者保護基本法が前提としていた社会は

もう変わっているんだと。だから、変えようというの は私は理論的には非常に筋の
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通った議論であろうと思うんです。そのときに一体何を持ち出してくるのかという

こと。  

  では、どういう点が大きく社会が変わったんだというときに、明らかに１つ重要

な点は、政府自体の基本方針が市場メカニズムをより重視していく方向に変えてい

こうというのを明示的に出して、どんどん政策を進めているというのが１つの大き

な相違であるという文脈の中で、恐らくこの中で市場メカニズムという言葉が取り

上げられているのではないか。68 年の消費者保護基本法が前提にしていた当時の経

済社会、消費者生活というものと どこが違うのかという視点から第１章は構成され

るべき筋合いであって、そういう角度から取り上げてみたらどういう論点が出てく

るかという議論で構成されるべきものだろうと思っておりまして、そういう観点か

ら見たときに、市場メカニズムは勿論重要なポイントとして出てくるでしょうし、

あるいはＩＴ化、国際化、家族・ライフスタイルの多様化等も確かに 68 年、消費者

保護基本法をつくるときに考えていたこととは非常に変わっていることなんで。だ

から、68 年当時においても問題になっており、したがって、その部分では何の変化

もないという部分は勿 論重要な問題なんですけれども、新しく 68 年で考えていたグ

ランドデザインと違うグランドデザインをというのは議論のときには重要ではある

けれども、重要性の程度がやや下がるという局面があろうと思うので、そういう角

度からのアプローチで、主として今の第１章、第２章も議論しているのではないか

ということですから、そういう角度からの方向での御議論も是非していただきたい

と思います。  

  確かに浅岡委員、あるいは加藤委員が言われたように、今までの消費者政策その

ものを総括してという部分がやや稀薄であるという御指摘は確かにそうなんだ と私

も思います。だけれども、総括するときの視点が 68 年当時のグランドデザインをな

ぜ変えなきゃいけないかという角度から見て、取り上げるべきものは取り上げると

いうことが必要なんであって、そ の辺りに少しコンシャスになっていただいて、御

議論いただいた方が、全体の方向としては、そこに応えていくというのがこの消費

者政策部会の任務だったんじゃないか。つまり、21 世紀の消費者政策のグランドデ

ザインはどういうものとしてあるべきか。なぜ今この時期に立てなきゃいけないの

かという問いに対して、消費者政策部会は２年間、一応我々の任期 は２年間ですか

ら、その２年間で全力を上げてその問題に取り組んできて、それを今、６月末に任

期が切れるわけで、２年間の検討の成果をまとめなきゃいけないという段階に到達
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しているわけです。  

  我々の議論のまとめを今しようというところで、そういう基本的な問題に対して

どう応えていくのかという部分が強く出ていないと、私としては一体何のための議

論をしてきたのかという批判が当然出てくるだろう。だから、消費者政策全般的な

点検というのも確かに重要なんですけれども、言わば消費者政策全般を点検しまし

ょうという課題で消費者政策部会を立ち上げたわけではないんです。国民生活審議

会から消費者政策部会に諮問されているというか、課題は、2 1 世紀の消費者政策と

いうものをどう考えるのかという課題でありますので、それに応えるのは最終報告

ということですので、ただ、各論が必ずしも出てきていないので、かなり各論的な

御議論が今日は非常にあったんですけれども、確かに各論は重要な部分で、肉づけ

をしなければいけない部分なんで非常に重要なんですけれども、そこのところは今

後、御議論いただいて、ただ、ここはかなり巨視的な視野で議論をするのが第１章、

第２章のところでありますので、いろいろ御不満もあろうかと思いますけれども、

そういう非常に基本的な部分に絞った形での議論をお願いしたいと思います。  

○高委員   私は総論的にはここに書かれている内容は間違えた方向 では ないと思っ

ています 。これまでは保護の対象であった消費者が自分で自分の権利を行使しなが

ら、例えばマーケットから追い出したい業者がいれば追い出せるような事後の機能

が働くような仕組みをつくる。それは個々人の消費者だけではなくて、行政におい

ても事後チェックという役割を果たしていく仕組みもつくらなければいけないとい

う意味で、この総論については問題があ るとは思っていません。ただ、各論のとこ

ろで、本当にそういう仕組みをつくるのか。例えば先回かその前か知りませんが、

消費者保護会議の機能強化という提案がなされたと聞きますが、やはりこれまで数

十年見て、それが機能していたのかというと、機能していないじゃないかというこ

とをもう一度問うても いいんじゃないかと思うんです。本当に淘汰の機能が働くの

かどうかということを検討する必要がある。２つ申し上げたいことがあるんですけ

れども、1 1 ページに消費者の権利として ６つ並べてあるんですけれども、安全が確

保される こと、何々がされること、何々がされることと。これは同じページの下か

ら４行目のところで、６つのことは、利益という意味で並べている のか、それとも

権利という意味で並べているのか、文章を読むとよくわかりません 。「 これら消費

者が確保すべき利益を保護によって与えられるものでなくて、自ら実現していく消

費者の権利として位置づける」という書き方をすると、この６つは何か利益のよう
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なものということになります。そこでその上の最初の２行を読みますと、「消費者

問題において、消費者がその利益を正当に確保していくためには、これらのことが

必要になる」と述べています。つまり、「利益が確保されるためには、利益が必要

になる」という同語反復に陥ってるわけです。ですからもうちょっとはっきりさせ

ておく必要があるんじゃないでしょうか 。  

  例えばこれが権利だということを明確にすれば消費者がその権利を行使していく

主体になれるわけです。その辺のところがあいまいなんじゃないかなと思っていま

す。  

  もう一点なんですけれども、これは次回からの具体的な内容になってくるんでし

ょうけれども、1 4 ページの２のところに関わってくると思い ます。実効性の確保と

いうところですけれども、本日欠席されております田中委員の方から意見書が出さ

れております。７名の連名で出したものなんですけれども、この内容ももう一度御

検討いただいて、３章、４章の内容を展開されるときに考慮 していただければ 幸い

と思っております。  

○浅岡委員  おっしゃること、それはそれで理解を私もしますが、１つ違うのは、

今、高先生が言われたように、消費者の権利として、なぜ 11 ページに明確に書かな

いんだろうかとか、それから７ページの見直しの必要性というところとで、21 世紀

型消費者政策を考えるときに、新しい状況もあるけれども、2 1 世紀型に追い付いて

いない大きな問題、消費者の権利を正面からとらえるということができていないこ

と、これを抜きに 21 世紀の消費者政策や市場メカニズムを考えることはできないん

だということは、７ページに（１）として消費者の権利を位置づけ、その実現を目

指すという方針を明らかにするというのがあって、その後に本日の案の（１）（２）

というのが来るということであれば理解できるし、賛同できます。なぜそういうこ

とをしつこく言っているかと言いますと、高先生がおっしゃられたように、この後

ろの方に出てくる第３章、第４章として、この今のと りまとめの反映として出てく

るものというのは、その辺りがあいまいなのが出てくるのではないかという懸念を

持つわけです。だから、おっしゃるとおり、３章、４章をまた拝見した上で、１章、

２章に戻ることに私もしたいと思いますけれども、多分、そういうことを申し上げ

なきゃいけないことになるのではないかと、随所に私も感じるところであります。  

  例えば 14 ページのところに「消費者の権利実現のための政策展開」として書かれ

ていますが、ここで消費者への情報提供としてCがありまして、「消費者教育・啓
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発の充実等」という言葉になっております。消費者が情報を知る権利を中心にして、

どういう実効性のある方法を取るのかというのを、では、具体的に何があるんだろ

うと考えたときに、言われているのは、情報提供であり、消費者教育であるという

ことがこれでうかがわれるわけです。  

  ということは、消費者が情報を得るという権利、知らさせた上で選択をする とい

う形で市場メカニズムに何らか主体的に参加をするという仕組みがここからは想像

がつきにくいものですから、2 1 世紀型であればという将来を語るがゆえに私はその

ことを大きな柱として、強く打ち出すことをお願いをしたいと思う わけです。  

○落合部会長   私に言われても困るわけなんで、これは部会の皆さんに御決定いた

だかないとどうしようもないですが、確かに浅岡委員御指摘の部分も感じられるの

で、そうすると、1 4 ページのC辺りはもう少し情報を得る権利というか、そういう

情報を獲得して自ら行動していくという面も十分ここに表示するような部分が必要

であるという御趣旨ですね。 

○浅岡委員  と言いますより、これは一例でありますけれども、こういう発想で施

策が展開される 各論とは何だろうという点を心配をしているということなんです。  

○落合部会長   そういう御意見、承っておきたいと思いますが、ここで権利という、

確かに高委員から御指摘があったんですが、11 ページのところで、特に利益、権利

ですね。これが恐らく後で事務局の方にも答えてというか、お書きになった考え方

というものを示してもらいたいと思いますけれども、ただ権利と言ったときに、非

常に広義の権利から狭い狭義の権利までいろんなものがあって、非常に狭義の権利

だと、裁判所を通じてその権利を実現できるようなものというところまでいくわけ

なんでしょうけれども、ここに 11 ページのAか らFまで挙がっている部分において、

裁判所を通じて実現できる部分も確かにありますけれども、できない部分もかなり

含んだ、というのは狭い意味での権利に限定してしまうと、消費者問題に対して正

しく対応していくためには、狭い権利ということだけに限定すると不十分ですから、

もっと広い範囲でとらえていく必要があろうと。そうすると、非常に権利性という

のが薄れてくるんです。そういうものも包含して何とかやろうとする、利益という

ことで言わば狭義の権利プラス、それから消費者問題を考えるために必須の消費者

に対して配慮すべき部分というものを盛り込んでいこうとすると、それを合わ せて

利益という言葉をここで使ったんじゃないかと思うんです。  

  しかし、利益を確保しろというのではやはり不十分な面があるので、権利という
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ことでここを表現しようということで、これは部会でも議論がたしかあったと思い

ましたけれども、消費者の権利を位置づけると言ったときの権利の中身をどういう

ものとして把握していくんだという問題があって、その問題がこういう形でまとめ

ようかというのが恐らく事務局の原案はそうなっていると思われるんで、なかなか

これは悩ましいテーマだと思うんです。という感じがいたしましたけれとも、事務

局の方、いかがですか。 

○中村企画課長   大筋は今、落合部会長から総括されたような気持ちでして、実は

消費者の権利というのは、ずっとこれを議論している人たちの中では何となく定着

をしているんですが、一般の多くの人たちに考えていただこうということを考えた

ときに、なかなか消費者の権利と言っても、ピ ンとこないというか、わかっていた

だきにくいというところがありまして、したがって、こういうことがまず消費者の

権利なんだとすぱっと書くというのも勿論、１つのやり方でありますし、そういう

ことをずっと議論している専門家の間ではそれである 程度わかるんですけれども、

全くこういう問題は初めて 見る一般の方々に向かって、突然安全は確保されること

は消費者の権利なんですというふうに言っても、なかなか消費者の権利というのは

どういうものなのかというのは、これまでいろいろなところでお話をしていても、

なかなかわかりにくいなということを言われることがございました。 

  そんなこともありまして、中間報告での御議論もそうだったんですが、できるだ

けどういうものなのかという趣旨をできるだけかみくだいて、ゼロから考えていく

と、まず消費者がハッピーに、きちんとした消費生活を送っていくために、やはり

満たされるべき要件と言うんでしょうか。そういう基本的なものというのが幾つか

あって、それが多分、最低限の安全はきちんと確保されているとか、自分たちの意

見が言えるとか、そういうものは幾つか挙がってくるんだろうと。それがここに書

いてあるAか らFなわけでございますけれども、消費者の利益というものがいいか

どうかという問題もいろいろございますけれども、今、部会長もおっしゃいました

ように、ある意味では消費者が当然得なくてはいけない利益、あるいは獲得しなけ

ればいけない条件なのだろうと。  

  こういったものをどういうふうにして消費者が得るのかということを考えたとき

に、これは消費者がだれかにくださいというものではなくて、消費者が自らこうい

うものを権利として実現をしていくという考え方の整理をするのが一番わかりやす

いのかなということで、そもそも消費者がどういうことを満たされなくてはいけな
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いのか。それをどういうふうにして実現していくのかという、そういう頭の中の整

理の流れに沿って、権利論を少し展開をした結果、こういう文章になっているわけ

であります。  

  そういう意味で言えば、先ほど部会長も総括されたような意味で非常に狭義な意

味での利益、プラス消費者の得る べきものといったものを合わせたものとしての権

利という書き方になっていて、若干わかりにくいという御指摘もあるかもしれませ

んが、頭の整理としては、今申し上げたような整理をしたということでございます。  

○落合部会長   時間がそろそろ来ましたので、まさに高委員が御指摘のように、各

論的な部分が一体どういうものになるかということによって、この総論の議論もま

た変えなきゃいけないということもあるかもしれないということですから、ここで

余り各論を議論しないままに総論ばかり議論していても、ある意味では未確定なも

のに対して議論をするということになりますので、今日は非常に活発な御議論をい

ただいたので、今度は第３章から５章まで、各論的なのは第３章、第４章で、５章

は「むすび」のようなものになろうかと思いますが、この部分の原案の作成をお願

いして、それを議論をして、また全体を議論するという形で我々の部会の最終報告

をまとめていきたいと思っております。  

  それでは、事務局の方から連絡事項がありましたらお願いいたします。 

○中村企画課長   次回のスケジュールでございますけれども、次回第 19 回の消費者

政策部会は、 4 月 25 日金曜日、 10 時 から 12 時で場所は同じ場所で開催させていた

だきまして、今日の御議論も踏まえまして、最終報告の素案について御議論をいた

だきたいと考えております。詳細は別途事務局から連絡させていただきます。  

○加藤委員  本日の資料５で、先ほど高先生が御紹介くださいましたけれども、田

中委員が分析でまとめてくださったんですが、今日はどうしても御都合が悪いこと

がありまして、御欠席なんですが、松本委員もそうですが、私ども ７名連名で この

ような意見を出させていただいています。この次の議論の中で是非参考にして いた

だいて、皆様に御検討いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

○落合部会長   それでは、活発な御議論をいただきまして、どうもありがとうござ

いました。これで終わりにしたいと思います。  

 


